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これまでの経緯これまでの経緯

●第1回大規模修繕（1986年 築12年 1億7千万円）●第1回大規模修繕（1986年、築12年、1億7千万円）
外壁塗装工事主体（修繕委員会設置、管理会社受託）
※第1回大規模修繕を前に修繕積立金7 5倍にア プ※第1回大規模修繕を前に修繕積立金7.5倍にアップ
※ハイツ中・長期計画を策定（建替えも話題に）
※第2回大規模修繕にそなえ 修繕積立金を４２％※第2回大規模修繕にそなえ、修繕積立金を４２％、

６０％アップ

●第2回大規模修繕（1997年、築2３年、3億3千万円）

外壁塗装、鉄部補修・塗装主体、外壁の色彩変更（修外壁塗装、鉄部補修 塗装主体、外壁の色彩変更（修
繕委員会設置、コンサルタント導入、サカクラ受託）
※長期修繕計画の見直しの必要性を痛感



長期修繕計画の見直し長期修繕計画の見直し
第2回大規模修繕工事後、１９９7年「長期修繕見直し専
門部会 を設置し 従来の長期修繕計画の見直しに着手門部会」を設置し、従来の長期修繕計画の見直しに着手

●新長期修繕計画の基本的な考え方●新長期修繕計画の基本的な考え方
住民の知恵と工夫で、息長く繕いつつ、良質の資産形
成をめざす→現状の修繕積立金のままで、60年以上
住み続けることを決定

●新長期修繕計画のポイント
建物や設備の劣化への対応（補修＋交換・更新へ）
住環境の付加価値化（高齢化対応やコミュニティの活
性化 住環境 利便化や快適化などに対応）性化、住環境の利便化や快適化などに対応）

※専有部給水管更新を検討対象に（将来への布石）
※新長期修繕計画を計画管理していくため「中期修繕委※新長期修繕計画を計画管理していくため「中期修繕委
員会の設置」、「管理組合の法人化」などを提案



中期修繕委員会の役割中期修繕委員会の役割

コンサルタント・施工会社＋管理組合などとの協働
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なぜ「建替え」ではなく「団地再生」なのか

弱み：都心から離れた郊外立地、人口減少、超高弱み 都心から離れた郊外立地、人口減少、超高

齢化、資産価値の低下

強み 活力あるコミュニティ 緑が豊か たおやかな強み：活力あるコミュニティ、緑が豊か、たおやかな

周辺環境

弱みを強みに：安心して子育てができる・老後が過ご

せる、素敵なラーバンライフが楽しめるる、素敵なラ ンライ 楽しめる

※制度的にも建替えが容易な状況にない※制度的にも建替えが容易な状況にない



ハイツの魅力を情報発信



折り返し地点ならではの工事折り返し地点ならではの工事
第２回～３回大規模修繕の間

• ガス管の更新工事

• 分電盤更新工事• 分電盤更新工事

• 階段手摺設置工事（バリアフリー対策）

電灯幹線 事 漏電ブ カ 事• 電灯幹線工事、漏電ブレイカー工事

• 光ファイバーの導入工事（情報化対策）

• 専有部給水管工事

専有部ながら修繕積立金で全戸対応専有部ながら修繕積立金で全戸対応

露出配管を前提（床下配管もオプションで可）

や か な宅内 事（ご 廃棄を無料化 理解）やっかいな宅内工事（ごみ廃棄を無料化で理解）



第 回大規模修繕にむけて第３回大規模修繕にむけて

＜工事内容：躯体保全＋交換・更新＞＜工事内容：躯体保全＋交換 更新＞

①塗装工事：内壁・外壁・天井塗装、基礎部塗装、鉄

部塗装部塗装

②補修工事：補修（下地洗浄、躯体補修、鉄部補修）、

既存塗膜全面剥離

③防水工事：シーリング、屋上トップコート、北・南側バ

ルコニー防水、サッシ廻りシーリング

④建築付帯工事：金物類交換（ステンレスやアルミ）、④建築付帯工事：金物類交換（ステンレスやアルミ）、

北側面格子更新（アルミ）、パーティショ

ン交換（アルミ） 北側風除け板・南側目ン交換（アルミ）、北側風除け板・南側目

隠しパネル交換（アルミ）など



＜工事の進め方：品質確保を重視＞＜工事の進め方：品質確保を重視＞

①優れた技術を有した職人に関わってもらいたい①優れた技術を有した職人に関わってもらいたい
※鉄部（部分）塗装工事や専有部給水管更新工事に
おいて単価契約方式の採用。この方式は施工会社お 単価契約方式 採用。 方式 施 会社
に職人に支払う人工賃を明示してもらい、それが適
正に履行されたかどうかを工事終了後、書面にて
提出してもらい、確認する方式

②複雑な下請け構造を避けたい②複雑な下請け構造を避けた

（専門会社への分離発注方式も視野に）

③工期を柔軟に設定したい③工期を柔軟に設定したい

（職人の仕事環境を優先）



なぜ 建替えを考えないのかなぜ、建替えを考えないのか

＜建替えの実態＞＜建替えの実態＞
• 2002年6月にマンション建替え円滑法が制定された
ものの 建替えがなったのは１０件３２棟止まり 手ものの、建替えがなったのは１０件３２棟止まり、手
続き進行中が２１件５９棟（国交省が都道府県を通
じて調査したデータ、2007年３月）。その平均築年
数は 年数は３７年。

• 建替えられたマンションの大半は、等価交換方式あ
るいは市街地再開発事業により実施されたものでるいは市街地再開発事業により実施されたもので、
区分所有者の建替えの資金負担ゼロもしくは小額
負担のケース。負担のケ ス。

• 建替えの主な動機は、地震や火災などによる被災
のケースを除けば、①建物及び給排水設備の劣化、
②入居者 高齢化対応 ③雨漏れなど②入居者の高齢化対応、③雨漏れなど。



＜建替えの悩ましい問題＞

建替えの発意 建替え計画策定に関わる合意形成づ• 建替えの発意・建替え計画策定に関わる合意形成づ
くりに５～１０年を要し、こじれて漂流する管理組合も
少なくない）少なくない）

• 建替え決議：区分所有法による建替え決議（区分所
有者の５分の４と各棟で３分の２以上の賛成が必要）

• 資金調達：多額の建替え費用の工面

＜建替えに反対する場合の論点＞＜建替えに反対する場合の論点＞
• 経済的な負担が大きすぎる。

管理組合は総会決議にあた 建替え案を優先し• 管理組合は総会決議にあたって建替え案を優先し、
補修案に十分な検討をしていない。

• 経済的弱者への配慮に欠ける• 経済的弱者への配慮に欠ける。

• 補修すれば十分に使える建物を建替えるのは地球
環境保全の上からも不当である。環境保全の上からも不当である。

• 慣れ親しんだところに住み続けたい。



＜建替えを促すには＞建替 を促す

• 国は、建替えが進まない現状をふまえ、棟ごとに建
替えられるルールの整備、改修と建替えを組み合替えられるル ル 整備、改修 建替えを組み合
わせて実施できる制度を検討したいとのこと。

シ 再生 向け＜マンション再生に向けて＞

• 2010年には築年数が３０年を超えるマンションは１
ぶとされ る（ 交省）００万戸に及ぶとされている（国交省）。マンションの

高齢化は深刻な社会問題になりつつある。管理組
合にと ては はじめに建替えありきではなく ライ合にとっては、はじめに建替えありきではなく、ライ
フサイクルに応じた修繕を適切に実施して長寿命化
を図りつつ 多様なマンション再生の道を 国の制を図りつつ、多様なマンション再生の道を、国の制
度変更や支援策の動向を勘案しながら探っていくこ
とが必要。とが必要。


